
マイナンバーカードや電子決済の普及を目的に総務省が実施する消費活性化政策です。 

最大2万円分のポイントが受け取れます。 

マイナポイント 簡単解説 
 
浜田市版 

マイナポイントとは 

令和5年2月末までにマイナンバーカードの取得申請をした方が対象です。 

別紙手続き方法のチラシ、または 

マイナポイントのＨＰをご覧ください。 

ご自身で手続きする場合 

市内で使えてマイナポイントの対象になる主な決済サービスです。 

■浜田市役所（1階）総合窓口及び 各支所市民福祉課  

■auショップゆめタウン浜田 

■ドコモショップ浜田店、パワーシティ浜田店 

■ソフトバンクゆめタウン浜田 ■郵便局 

■ヤマダ電機 ＢＴ浜田港町店 ■セブン銀行（ATM） 

■ローソン（マルチコピー機） 

 浜田市の 

マイナポイントHP 

対象サービス 

         

その他対象の決済サービスはマイナポイントのＨＰをご覧ください。 

対象決済サービス 

 

最大2万円分 

手続スポットをご利用の場合 

■問合せ  浜田市役所 総合窓口課 0855-25-9400    

            政策企画課 0855-25-9200 

以下をご持参ください。 
■マイナンバーカード 

■マイナンバーカード暗証番号（数字4桁） 

■「対象サービス」の「ＩＤ」 

  及び「セキュリティコード」 

■公金口座登録を行う場合は口座情報 

最大 

 手続時間 

約15分 

取得の締切が令和5年9月末まで延長されました。 
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